
 

 

 

1 美しい村づくり推進事業 

遊休農地等の有効活用を図るため、景観の形成に寄与する目的で、下記の品目に

ついて、必要種子量の約50％を予算の範囲内において助成します。 

助成以外の種子については、申請者が購入するなどして必要量を確保し、適切

な栽培をしてください。 

配布予定品目（品種は主に景観形成用とし、は種量は直播の場合とします。） 

 

品 目 

(開花時期) 
10アール当たりのは種量 は 種 時 期 

ヒマワリ 

（7～8月） 
0.6㎏ 6月 

コスモス 

（11月頃） 
4ℓ 7月上・中旬 

キバナコスモス 

（11月頃） 
4ℓ 7月上・中旬 

ヘアリーベッチ 

（11月頃） 
4ℓ 7月上・中旬 

ハナナ（菜の花） 

（12～3月） 
1kg 9月～10月上旬 

クリムソンクローバー 

（４～5月） 
2kg 9月中旬～10月中旬 

ハゼリソウ 

（5～6月） 
2kg 10月下旬～11月中旬 

（１）対象者  農業委員会の農家台帳に記載のある農家 

（２）対象地  農業委員会の農地台帳に記載のある農地 

（市街化調整区域及び市街化区域の生産緑地） 

※生産緑地の農地については、輪作体系の中で、生産物以外に休耕

時期に景観形成作物を栽培する場合に限り対象とします。 

（３）その他  景観形成を目的とした農地のみの利用とし、農地であっても市民農

園（園主を除く）の利用は認めません。 

なお、農地以外の駐車場、資材置場、太陽光発電施設などでの利

用は認めません。 

摘み取りや切花販売などの営利目的での栽培や、は種場所が水田

の場合、本事業の対象から除きます。 

※お申し込みは農業従事者に限ります。受付は先着順となりますので定員になり次

第締め切らせていただきます。 

募集要項 



〇申込方法 

 下記「申込書」を郵送またはファックスにて下記申込先へ送付してください。 

 

〇申込期限 

 令和 7年 3 月 27 日（木）期日厳守 

 

〇申込先及び問合せ先 

 千葉市若葉区古泉町５３７ 

 （一社）千葉市園芸協会 

 電   話：043-228-7111 

 ファックス：043-228-5779 

 

令和７年度景観形成作物種子配布申込書 

 

（一社）千葉市園芸協会 御中 

 

申込者 住 所   

氏 名   

連絡先   

ＦＡＸ  

 

令和７年度景観形成作物種子の配布について、次のとおり申込いたします。 

 

品  名 希望数量 栽培面積 

ヒマワリ ㎏ アール 

コスモス ℓ アール 

キバナコスモス ℓ アール 

ヘアリーベッチ ℓ アール 

ハナナ（菜の花） kg アール 

クリムソンクローバー kg アール 

ハゼリソウ kg アール 

 

※ 種子の配布に際して、希望数量どおり配布されないことを予め承諾しています。 


